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補助金を交付申請又は受給される皆様へ

株式会社ＪＴＢ（以下「ＪＴＢ」という。）が取り扱う補助金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、ＪＴＢとしても厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）（以下「補助金適正化法」という。）」、及びＪＴＢが定める「令和５年度スマート保安導入支援事業費補助金交付規程（以下「交付規程」という。）」をよくご理解のうえ、補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。

1 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。
2 虚偽記述、その他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、ＪＴＢとして、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む。）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに現地調査等を実施する場合があります。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力依頼をしていただきます。
3 不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた額をＪＴＢに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。また、当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。
4 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解したうえで本事業の申請手続きを行うこととしてください。
⑤ＪＴＢから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の交付対象とはなりません。
⑥補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません（補助事業の実施体制が何重であっても同様です。）。
⑦ 補助金で取得、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を、当該取得財産等の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等についてＪＴＢの承認を受けなければなりません。また、その際補助金の返還が発生する場合があります。なお、ＪＴＢは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和
４０年３月３１日大蔵省令第１５号）に定める年数）の期間をいいます。（以下同じ。）
※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいいます。
⑧ 補助事業に係る資料（申請書類、ＪＴＢ発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類）は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
⑨ＪＴＢは、交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をホームページ等で公表することがあります。（個人・個人事業主を除く）
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I. 事業概要 
1. 背景・目的
電力、ガス、コンビナート等の産業インフラ事業者は、国民の安全・安心を確保するための事業継続体制を構築することが不可欠です。しかし、保安人材の多くを占める熟練層が今後大量に退職する一方で、若年層の雇用も困難な状況にあり、かつ設備も経年劣化している中、国民の安全・安心を確保するための事業継続体制が維持できない恐れが出てきています。そのため、IoT/AI等の新技術を活用することで現場のオペレーション・メンテナンスを、安全を確保しつつ自動化したうえで、遠隔による状態監視（CBM）・中央制御を推進し、現場要員の作業を代替していく仕組み（スマート保安）の必要性が高まっています。
　　　　　保安の確保が不可欠であるガス、電力、コンビナート等の産業インフラについて、遠隔監視・制御、AIによる設備点検作業の自動化などスマート保安技術の中堅企業・中小企業への導入に関する事業計画策定を行う事業（以下「補助事業」という。）に係る経費に対して、その費用負担を軽減するため当該費用の一部を民間事業者等（以下「補助事業者」という。）に助成することにより、産業インフラの安全性・効率性を維持・向上を図り、将来にわたって国民の安全・安心を創り出すことを目的とします。
本事業では、産業インフラ（中堅企業・中小企業）へのスマート保安技術の導入に関する事業計画策定を行う事業（計画策定支援）に係る経費に対して、ＪＴＢがその費用負担を軽減するため当該費用の一部を補助事業者に助成します。

2. 事業スキーム
　　株式会社　ＪＴＢ　　　　　　　　審査委員会　　　

申請　↑	　　↓　補助　　　　　　　↓　審査

      　　　民間事業者等（補助事業者）　　　　　　　　　

II. 事業内容 
１．本事業の対象 
（１）補助事業要件
	　スマート保安技術導入に関する事業計画策定を行う事業（計画策定支援事業）であること。
	　　①　産業インフラ中小企業・中堅企業向けの支援ツール等の開発であること。
②　事業期間中に開発した支援ツール等の効果検証を行うこと。検証にあたっては、３社以上
の産業インフラ中堅・中小企業又は業界団体と実際に取組を行い、具体的な効果を測るこ
と。（※１※２）
③　交付申請の際には、原則、共同して実証を行う具体的な事業者等候補を挙げること。
④　開発プログラムは、他の産業インフラ中堅・中小企業にも展開しやすい汎用的なものであ
ること。
⑤　事業期間終了後も開発したプログラムを基に検証を行った産業インフラ中堅・中小企
業におけるスマート保安技術の導入状況等をフォローアップし、経済産業省からの調査等
に協力すること。
⑥　事業の成果の一部については、経済産業省のホームページ等で公表することについて
あらかじめ了承すること。

	※１：検証について
		・検証：過去に行った活動の結果に関する主張の真実性を確認
・要件で求めている効果検証では、本補助事業により導入計画策定プロセス等について何
がどの程度変わるか比較した意見を３社以上の産業インフラ中堅・中小企業又は業界団
体から集約の上、報告していただきます。
	※２：検証が補助事業期間内に完了しない場合
・やむを得ない事情で検証が補助事業期間内に完了しない場合は事前にＪＴＢに報告、了
承を得たうえで指示に従い決められた期日（最大２０２５年３月末日）までに報告する
事とします。
		
（２）補助対象事業者（補助事業者）応募資格
下記を全て満たす事業者・団体等であること。
1  日本国内に登記し活動実績のある法人、又は個人であること。
2  補助事業を遂行できる財務状況であること、または具体的な資金調達計画があること。
3  予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。
4  経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領
（平成１５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件の
いずれにも該当しないこと。
5 　国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
		
		　　 ※１補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。
また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。
※２コンソーシアムでの申請も可能としますが、その場合は企業体を構成するすべての事業者が、上記条件を満たしていることとします。

２．補助金を活用した事業の例
（1） スマート保安導入のためのコスト・納期・効果・事業者情報を調べることを支援するツールを開発・提供する。
（2） 保安課題解決方法、スマート化の方法など選択可能なツールを開発し、それを用い自プラントに最適なスマート保安導入計画策定を支援する。
（3） 産業インフラ中堅・中小企業における現場の若手のデジタル人材育成を支援するカリキュラムを開発・提供する。
（4） 機器診断・保全ノウハウの提供や技術講習会を開催する。
（5） 保全計画立案支援なども含む、産業インフラ中堅・中小企業が活用可能なIoT/AI等の新技術を活用したパッケージ型のソリューションを開発・提供する。
（6） 保安力維持のために、IoTによる省人化・無人化、AIを活用し判定のバラツキ削減・作業ミス削減・データ処理量の増加などに対応できるパッケージ型のソリューションを開発・提供する。

３． 事業実施期間と事業スケジュール
（１）本事業実施期間　：	交付決定日～２０２４年２月２９日（木）
	　　原則として、上記期限までに事業に係る全ての支払いを完了することとします。
なお、支払いは、金融機関による振込（現金払い）とし、割賦・手形払い等は認められません。

 　　 （２）主なスケジュール
・公募受付開始日　：	　 ８月１８日（金）
・公募受付締切日　：	　 ９月１８日（月）２３：５９必着
・交付決定日（交付通知）： １０月上旬（予定）
　	※必要に応じて面談審査を実施することがあります。
面談審査の有無、日程および詳細は書類受付後に個別に通知します。
	・事務取扱説明会　：	　 １０月上旬 
・中間検査および中間報告：１２月頃 提出された中間報告書に基づいて実施します。
・事業完了期限　：	　 ２月２９日（木）
・事業実施報告書期限　：　事業完了日から３０日以内又は、２０２４年２月２９日（木）
のいずれか早い日
			　 事業実施報告書フォーマットは事業期間中に送付します。
・確定検査　：	　　　　　３月上旬～３月中旬　提出された補助事業実績報告書に基づいて実施
・成果報告会：　　　　　　２月末　経済産業省のホームページ掲載と、産業インフラ事業者向け
報告会を開催予定
・補助金支払：　　　　　　３月末　
　　　　※交付決定日前に発生した費用は補助対象になりませんのでお気をつけください
　　　　※１次公募の状況によっては、２次公募を実施する可能性がございます。
	（３）その他
・進捗確認
補助事業者は事務局と定期的（月１回程度）にオンラインでミーティングを行い、活動報告書を用いて事業の実施状況や実施上の成果、課題等をご報告いただきます。活動報告書のフォーマットは採択後に送付します。また、必要に応じてメール等にて適宜活動の進捗状況を確認します。
・体制変更
本事業期間中に事業実施体制に変更（コンソーシアムの参加団体や、協力団体、業務委託・外注先の追加等）がある場合は、事前に事務局にご報告いただきます。
	・事業成果の発表
スマート保安導入の普及展開を促進するため、事業の成果について、事務局ホームページ及びその他の方法で公表し、広く積極的な普及活動に努めます。補助事業者にも、趣旨をご理解の上、各事業の実情に応じた形で普及にご協力ただきます。
・追跡調査の実施
追跡調査は、事業終了後(２０２４年３月以降)に導入実施、予定した効率化の達成状況など成果について情報を収集し、より定量的にスマート保安技術導入の成果を整理することを目的としています。趣旨をご理解の上、各事業の実情に応じた形でご協力いただきます。

Ⅲ. 補助金交付の要件
１．採択予定件数
採択予定件数　：　全国１５件程度

２．補助率・補助額
補助率：中小企業　補助対象経費の２／３以内　　補助上限額　２，０００万円
補助率：中小企業以外　補助対象経費の１／２以内　　補助上限額　３，０００万円
＜注意事項＞
• 補助の対象となる経費は、本事業の実施期間内（交付決定日～２０２４年２月２９日（木））において発生した経費とします。
	
	中小企業とは、下記表の区分においてA又は.Bのいずれかの条件に該当する法人となります。
	区分（業種等）
	A．資本金の額または出資の総額
	B．常時使用する従業員の数

	製造業、建設業、運輸業、その他の業種
	３億円以下
	３００人以下

	卸売業
	１億円以下
	１００人以下

	サービス業
	５，０００万円以下
	１００人以下

	小売業
	５，０００万円以下
	５０人以下



中小企業は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）に基づく中小企業者とします。た
だし次のいずれかに該当する者は除きます。
① 資本金又は出資金が５億円以上の法人（中小企業を除く）に直接又は間接に１００％の株式を保有される中小・小規模事業者。
② 交付申請時において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える中小・小規模事業者。
（注）②に該当する事業者は、中堅企業と見なします。

中堅企業は、下記①～③の要件を満たす者であること。
①上記の中小企業に該当しないこと。
②資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
③資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数（常勤）が2,000人以下であること。

その他
中小企業等経営強化法第２条第１項第６号～第８号に定める法人（企業組合等）又は法人税法別表第二に該当する法人（※１）、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人（従業員数が３００人以下である者に限る。）であること（※２）。 
※１ 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。 
※２ 法人格のない任意団体（申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です）、収益事業（社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。）を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。

Ⅳ.　応募手続
１．応募方式
Ⅱ１．（２）補助対象事業者に該当する事業者・団体による単独申請もしくコンソーシアム申請の
いずれかで申請できます。
（１）法人単位で単独申請 
単独申請（他の事業者と協力、調達は可能）
・交付申請書　：　交付申請書１部
・審査の対象　：　申請した１社の補助事業
・企業間の費用流動　：　該当なし
・各種手続き　：　すべて申請した補助事業者1社が実施
・取得資産　：　申請した補助事業者1社が保有（貸与等は原則不可）
・補助金の支払い　：　補助事業者1社に振込

（２）コンソーシアム申請（例：幹事会社１社、コンソーシアム参加会社２社）
・交付申請書類: 交付申請書３部
: コンソーシアム登録申請書１部
: コンソーシアム参加確認書２部
・審査の対象	: コンソーシアム全体の補助事業
・企業間の費用流動　：　不可
・各種手続き　： 各社で実施
・取得資産　： 	　各社が保有（貸与は原則不可）
・補助金の支払い　： 各社に振込
・備考　	: コンソーシアム内の受発注は補助対象外（自社経費として各社申請すること）

２．応募期間 
募集開始日 ：２０２３年８月１８日（金）１２：００
締め切り日 ：２０２３年９月１８日（月）２３：５９必着 
• 本事業では、電子メールまたは補助金申請システム「Jグランツ」でのご応募を受け付けます。



３．応募書類
申請者は事務局ホームページ（https://smart-hoan.com）より申請様式をダウンロードし、該当資料
について電子ファイルを作成し、ファイルをメール又は「Jグランツ」にて送付してください。


	Ｎｏ
	書類名称
	書式
	備考
	単独申請者
	幹事社
	コンソーシアム参加事業者

	1
	事業者基本情報
	指定 

	
	〇
	〇
	〇

	2
	支出計画書
	指定 

	想定される支出計画に基づき、補助対象支出に係る各費目の内訳および合計を算出すること。
	〇
	〇
	〇

	3
	支出計画の根拠がわかる資料（見積書等）
	一部指定
	支出計画書に記載の費目単価を説明する根拠となる資料を提出すること。見積書等を想定。 ※外注費・委託費・調達費・工事費で見積等がない場合には、根拠がわかる資料を別途作成すること。※人権費に関しては指定フォーム利用のこと。
	〇
	〇
	〇

	4
	交付申請書
	指定 
（様式第1）
	作成すること。
	〇
	〇
	〇

	5
	補助事業概要説明書
	専用シート有
	補助事業の目的および内容、支援 計画、実績、体制等を記入すること。 （指定項目以外は補足資料として添付すること） 
	〇
	〇
	

	6
	役員名簿
	指定 

	役員とは会社法上の役員であり、取締役、監査役、会計参与のことを指す。 ※登記申請中などの場合であれば、その旨を申告すること。
	〇
	〇
	〇

	7
	コンソーシアム 登録申請
	指定 

	
	
	〇
	

	8
	コンソーシアム 参加確認書
	指定 

	
	
	
	〇

	9
	ワーク・ライフ・バランス等推進企業
	任意 

	以下のうち、該当するものの認定証の写しを提出すること ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業） ・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業）
	〇
	〇
	〇



1 提出された応募書類は本補助事業の採択に関する審査の目的以外には使用しません。機密保持には 十分配慮しますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５ 月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 
2 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、採否を問わず、書類の作成費用は支給されず、 応募書類も返却しません。 
3 応募書類に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確 約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅 な変更があった場合には、不採択となることがあります。 
4 応募書類は、電子メールまたは補助金申請システム「Jグランツ」によって受け付けます。郵送や持参、ＦＡＸによる提出は受け付けません。なお、資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して記入してください。また、締め切りを過ぎての提出や応募後の書類等の変更、差し替えは認められません。 
5 公募締切後、書類の内容について確認等の連絡を行う場合があります。 
6 応募書類の記入方法その他についてご不明点は、事務局にお問い合わせください

４．応募書類の提出先
 応募書類は２０２３年９月１８日（月）２３：５９必着で電子メールまたは「Jグランツ」にて提出してください。電子メールでの提出の場合は、以下アドレスまで送付してください。なお、いかなる事由においても期限以降の応募書類は受け付けませんので、ご注意ください。

＜提出先＞
令和５年度スマート保安導入支援事業費補助金（計画策定支援）事務局 
メールアドレス： smart-hoan@jtb.com 
件名：代表事業者名+令和５年度スマート保安導入支援事業費補助金（計画策定支援）申請書 
※ 「Jグランツ」での申請方法については下記サイトをご確認ください。 

＜利用にあたっての注意事項＞ 
※ 「Jグランツ」を利用する申請者は、GビズIDの取得が必要となります。GビズIDの取得には
2～3週間かかるため余裕を持って準備をお願いします。
※ 「Jグランツ」を使用する場合には設立登記法人及び個人事業主以外の申請者は、システム利用に必要なGビズIDの取得ができない等があるため、電子申請を希望する場合は下記サイトを参照のうえ、手続きを行ってください。
GビズIDの取得 https://gbiz-id.go.jp/top/
Jグランツの操作方法 https://www.jGrants-portal.go.jp/

５．応募にあたっての留意事項
(１) 事業期間終了後も開発したツール等を基に検証を行った産業インフラ中堅・中小企業における
スマート保安技術の導入状況等をフォローアップし、経済産業省からの調査等に協力すること。
(２)本事業により取得した財産及び特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利
は補助事業者に帰属します（国及び事務局に帰属することはありません）。 
(３) 事業成果の公開事業の成果について、事務局ホームページ及びその他の方法で公表し、広く積
極的な 普及活動に努めますので、ご協力お願いします。 
(４) 採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力をお願いする場合があります。さらに、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
６．質問対応について
 ご応募に当たっての質問・相談は、電子メールでのみ実施します。以下の方法によらない問い合わせについては応じかねますので、あらかじめご了承ください。なお、「Jグランツ」に関するお問い合わせは、事務局ではお答えできかねますので、＜参考資料＞「Jグランツの電子申請マニュアル」を参照してください。 

＜質問・相談受付＞
 質問事項は以下の提出先に電子メールにてご提出ください。 なお、連絡の際は、メールの件名に必ず「質問・相談（令和５年度スマート保安導入支援事業費補助金（計画策定支援））＋事業者名」と記載し、本文に「所属事業者名」、「担当者名」、「メールアドレス」を明記ください。
 
メールアドレス ： smart-hoan@jtb.com
※土・日・祝日は事務局の受付業務を停止しておりますので予めご了承ください。 
ご提出いただいた質問へは、原則３営業日以内に事務局から電子メールにて回答をお返しします。 

Ⅴ.　審査の方法
１．審査方法 
審査は、当該領域の有識者で構成する審査委員会を設置し、応募書類に基づいて実施するものとします。必要に応じて申請者に対して提案内容についてヒアリングの実施、メール等による確認、追加資料の提出を求めることがあります。
２．審査項目 
次頁以降に記載の審査項目のとおり、必須項目と加点項目をもって審査を行います。基礎項目を満たさない場合は、審査の対象となりません。また、申請された補助対象経費の適切性については別途審査を行い、交付決定までの間で適宜修正を求める場合があります。
３．採択結果の決定及び通知
関係分野の有識者で構成された審査委員会の審査を基に、業種や設定課題のバランス等を考慮し、補助事業者を決定します。なお、公募状況により公募予算額を超える場合、または審査結果によっては、申請された補助金額から減額して交付決定されることがあります。
４．審査基準 
以下の審査項目に基づいて総合的な評価を行います。申請書を作成する際に、以下の項目の判断基準となる記載を盛り込んでください。必須項目（①～③）を満たしていない事業は、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。また、提案内容が以下の「主な審査項目」の加点項目に該当する場合は、審査において加点することとします。 
５．加点ポイント
ワーク・ライフ・バランス等推進企業で、複数の認定等に該当する場合は、加点を行います。

・必須項目
1 「II. 事業内容、１．本事業の対象 （２）に示す補助対象事業者（補助事業者）（応募資格）」を満たしているか。 
2 「本事業の対象」に沿った内容になっているか。 
3 「本事業の内容」を全て実施できる体制になっているか。 


	審査項目
	定義

	１
	事業要件の適合性
	必須項目を満たしていること。

	２
	事業目的との整合性
	事業の目的（中堅・中小企業へのスマート保安導入を促進させ、保安レベルの向上につなげる）を達成するものか。

	３
	事業の適切性
	事業が、ニーズを的確に捉えており、対象とする保安業務との関連が具体的に示されるものであるか。

	４
	事業の新規性・革新性
	事業が、新規性・革新性を有しているか。

	５
	事業の実現性
	事業が、実施項目および実施方法が適切に計画され、実現可能な内容となりそうか。

	６
	事業の効果
	事業の成果を活用する時と活用しない時では、計画実行後の結果に大きな差が出そうか。

	７
	事業の優位性
	これまでの産業保安に関する事業と比較して計画策定する上で優位性・柔軟性は十分であるか。

	８
	事業の展開 ・波及効果
	事業の成果は、他事業所、他事業者へも導入することが簡単で活用しやすいものであるか。

	９
	セキュリティ対応
	IoT、自動制御などへのサイバー攻撃対策も考えて、安全安心なスマート保安導入を可能にしようとしているか。

	１０
	ワーク・ライフ・ バランス等推進企業　※1
	・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推 進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）であるか。 
・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認 定企業・プラチナ認定企業）であるか。 
・青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定）であるか。



６．採択結果の決定及び通知 
採択された申請者については、事務局のホームページにて２０２３年１０月中旬頃に公表し、また当該申請者へ電子メールにて通知します。ただし、「Jグランツ」でのご応募の場合、採択・不採択の結果は、原則、「Jグランツ」にて通知を行います。なお、審査結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。 

Ⅵ.交付決定 
採択された申請者には、事務局が交付決定通知書を補助事業者へ送付し、事業開始となります（補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません）。交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。

Ⅶ.補助対象経費
1. 補助事業期間
（１）事業開始
交付日決定日を事業開始日とする。発注・契約は必ず交付決定日以降に実施してください。

（２）事業完了
補助対象経費の検収および支払いが完了した日を事業完了日とします。原則、２０２４年２月２９日（木）までに事業に係るすべての検収および支払いを完了してください。支払いは、金融機関による振り込み（現金払い）としてください。割賦・手形払い等は認められません。

2. 補助対象経費の区分
本事業の対象とする経費は事業の遂行に直接必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。

補助対象経費の項目
	経費項目
	内　容

	人件費
	本事業に直接従事する従業員の作業時間に対する人件費

	旅費
	本事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

	謝金
	本事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門
家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)

	会議費
	本事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、
機材借料及び茶菓料(お茶代)等) 本事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)

	補助人件費
	本事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費

	リース・レンタル費
	本事業を行うために必要な機械装置等、クラウドサービス利用費のリース・レンタルに要する経費

	消耗品費
	本事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費

	広報費
	パンフレット・ポスター・チラシ等を作成する為、及びHPなど広報媒体等を活用する為に支払われる経費

	印刷製本費
	本事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関す
る経費

	その他諸経費
	本事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの経費項目にも属さないも
の。原則として、本事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
例)　通信運搬費、安全対策費（保険料・保安警備料等）、通訳翻訳費、
文献購入費、 等

	委託費・外注費
	補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の
事業者に委託・外注するために必要な経費（他の経費項目に含まれるものを除く）。

	システム構築費
	機械設備の購入、製作に要する経費、システムの購入・構築に要する経費。 機械装置・システム構築費には、借用に要する経費＝リース料・レンタル料も含む

	知的財産権関連費
	知的財産担当者の人件費、産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に要した費用、知的財産権に係る係争、契約管理に要した費用、知的財産権に係る企画、調査、教育などのその他の経費



＜人件費の対象範囲、用いる単価について＞
･ 人件費は、開発業務やプロジェクトマネジメント等の事業に直接繋がる活動のみを対象とし、補助事業の申請・事務処理等における管理運営（中間・確定検査を受けるための費用を含む）および法人経営に関する業務時間の人件費は対象とはなりません。
･ 人件費は、「時間単価×作業時間」によって算出するものとします。 
･ 人件費の時間単価は、標準報酬月額保険料額表等を基に下記にて算定した時間単価を用います。
･ 健保等級適用者 
給与全て：賞与回数に応じた時間単価一覧表の区分を選択し、「健保等級」に対応する時間単価を適用します。
･ 健保等級適用者 以外※１
 　　　　　年俸制／月給制　：月給額※２を算出し、時間単価一覧表の「月給範囲額」に対応する時間単価を適用します。
 　　　　　日給制　　　　　：時間単価一覧表を適用せず、日給額※３を所定労働時間で除した単価（１円未満切捨て）を適用します。 
時給制　　　　　：時間単価一覧表を適用せず、時給額※３を適用します。 
出向者／給与全て：補助事業者が負担する出向負担金等を基に時間単価を算出します。
･ 健保等級の適用にあたっては、補助事業の開始時に適用されている等級に基づく単価を使用し、当該事業期間中において改定があった場合には新しい健保等級に基づく単価を改定月より適用します。
･ 本単価は、時間外、時間内、休日等の区分を問わず、同一の単価を使用します。ただし、健保 等級単価に基づく人件費が、事業者負担額を大幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要になります。 
･ 時間単価一覧表には、下記を用いることします。 （ https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/R5kenpo.pdf） 

※１ 当該事業期間内に支給される賞与（事業期間終了日の翌月末日に支給することが確定している賞与も含む。）を時間単価の算定に加算することができます。加算方法は、月給額に加算する場合は、上期（４～９月）、下期（１０～３月）の期間内にそれぞれ支給される賞与額を各 期間の月額に加算（対応する月数で除す。）し、日給額に加算する場合は、前記方法をさらに１か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算します（１円未満切捨て）。 
※２ 年俸から月給額を算定する場合には健康保険の報酬月額の算定方法に準じます。 
※３ １日あたりの通勤手当（雇用契約等から算定できるもの）を所定労働時間で除して得た額を時間単価に加算します。 

＜外注費・委託費、部品・機材・材料購入費、据付工事費について＞ 
事業開発にかかる委託・外注費、機材購入費等のうち、取得単価５０万円以上で継続的に使用
できる機械、器具及びその他の財産については法定耐用年数の財産管理が必要となります。 

＜その他諸経費について＞
その他諸経費においては、本事業に必要な経費を対象とし、直接事業と関係のない費用、単なる経費として事業に資する要素がない費用（特許申請費用等）は対象となりません。

＜補助対象外となる経費＞
・本補助金の申請書作成に係る費用
・交付決定日前に発生した費用
・事務所通信費、敷金、礼金、その他事務手数料
・予備品購入費
・販売促進や営業活動にかかる費用
・その他ＪＴＢが補助対象外と判断したもの

3. 直接経費として計上できない経費
 　　以下の項目については、直接経費として計上できませんので、予めご了承ください。
･ 建物等施設に関する経費•光熱水料
･ 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器
等）
･ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責性のない事
由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、事務局に
ご相談ください。）
･ 金融機関への支払手数料
･ その他事業に関係ない経費その他「補助事業事務処理マニュアル」等に則り、不明な点は事務
局に確認の上、遂行してください。事務処理マニュアル等（本事業における補助事業事務処理
マニュアルは以下をご確認ください。補助事業事務処理マニュアルは、下記サイト内「Ｒ４．
２」版、補助事業チェックリストは「Ｒ４．２」版、健保等級単価は「令和４年度適用 等級単
価一覧表（Ｒ５．３）」を適用します。）
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

4. 契約等について
補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争　（３社以上の見積合わせ・競争入札等）に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、選定理由書※の整備を前提として、指名競争又は随意契約によることができます。 
※ 選定理由書には、発注内容、補助事業への必要性、要求仕様等を記載し、適合事業者が選定した
 １社のみであることを説明してください。

5. 補助対象経費からの消費税額の除外 
補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、交付規程
に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。これは、補
助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額について報
告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額
が滞留することを防止するため規定されています。しかし、上記の報告書は、補助金精算後に行
った確定申告に基づくご報告となり、失念等によるご報告漏れが散見されることや、補助事業者
における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。交付申請書の補
助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申
請書を提出してください。ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、本事業の遂行に支障を
来すおそれがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。
 ･ 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
･ 免税事業者である補助事業者
 ･ 簡易課税事業者である補助事業者
 ･ 消費税法別表第３に掲げる法人の補助事業者
 ･ 国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る）、消費税法別表第３に掲げ
る法人の補助事業者
 ･ 国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者
 ･ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択
する補助事業者

6. 実績報告書の提出時における実施体制把握
 　　　　事業の実施体制を確認する必要があるため、補助対象として経費計上しているもので、税込み
１００万円以上の外注又は委託契約をしているものについては、契約先の事業者の事業者名、補
助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料を、実績報告書に添
付してください。 

＜留意点＞ 
･ 外注先または委託先からさらに外注又は委託をしている場合（再委託等を行っている場合で、
税込み１００万円以上の取引に限る）も、上記同様に、実施体制資料に記述をしてください。
･ 実施体制は原則、整理表で提示して頂くとともに実施体制図もあわせて示してください。実施
体制と契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容がわかる資料
であれば様式は問いません。 

VIII．その他の留意事項 
1. 補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付規程により、交付申請書等
の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、交付決定後の本事業に係る具体的な経理処理、確定検査に向けて準備しておくべき資料等については、経済産業省「補助事業事務処理マニュアル」（令和４年６月）において基本的事項を記述しておりますので、交付決定後、本事業を開始される際に事前に内容を確認してください。 

2. 本事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

３． 本事業への申請に係る提出書類により事務局が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に利用することはありません。（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます）。
• 本事業における補助事業者の審査・選考・事業管理のため。 
• 採択後の事務連絡、資料送付等のため。 
• 申請情報を統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データ作成
のため。
• 法人インフォメーション（注１）においてオープンデータ（注２）として公表するため。 
（注1） 法人インフォメーションとは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や
表彰情報等の法人情報を紐づけ、どなたでも一括検索、閲覧ができるシステムです。本シ
ステムにより、事業者や官公庁における新規ビジネスの拡大、情報収集コストの低減、業
務の効率化が期待されます。掲載アドレス： https://info.gbiz.go.jp/
（注2） オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政
　　　　府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適した
データ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネ
ットを通じて公開すること。 

４．提出された企画提案書等の応募書類及び実績報告書等ついては、「行政機関の保有する情報の公開
　に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報及び法人等
又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等）を除いて、情報公
開の対象となります。 なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報の範囲について経済産業
省との調整を経て決定することとします。

